
          
 「

社
会
保
険
料(

国
民
年
金
保
険
料)

控
除
証
明
書
」
は
、
年
末
調
整
・
確
定

申
告
ま
で
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ

い
。 

 

納
め
た
国
民
年
金
保
険
料
は
全
額
が

社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
で
す
。 

国
民
年
金
保
険
料
は
所
得
税
法
お
よ

び
地
方
税
法
上
、
健
康
保
険
や
厚
生
年

金
な
ど
の
社
会
保
険
料
を
納
め
た
場
合

と
同
様
に
、
社
会
保
険
料
控
除
と
し
て

そ
の
年
の
所
得
金
額
か
ら
控
除
さ
れ
、

税
額
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。 

 

控
除
の
対
象
と
な
る
の
は
、
平
成
28

年
１
月
１
日
か
ら
12
月
31
日
ま
で
に
納

め
ら
れ
た
保
険
料
の
全
額
で
す
。
過
去

の
年
度
分
や
追
納
さ
れ
た
保
険
料
も
含

ま
れ
ま
す
。 

ま
た
、
自
分
の
保
険
料
だ
け
で
は
な

く
、
配
偶
者
や
家
族
（
子
ど
も
な
ど
）

の
負
担
す
べ
き
国
民
年
金
保
険
料
を
支

払
っ
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
保
険
料
も

合
わ
せ
て
控
除
が
受
け
ら
れ
ま
す
。 

 

な
お
、
平
成
28
年
中
に
納
付
し
た
国

民
年
金
保
険
料
に
つ
い
て
、
社
会
保
険

料
控
除
を
受
け
る
た
め
に
は
、
年
末
調

整
や
確
定
申
告
を
行
う
と
き
に
、
領
収

証
書
な
ど
保
険
料
を
支
払
っ
た
こ
と
を

証
明
す
る
書
類
の
添
付
が
必
要
と
な
り

ま
す
。 

こ
の
た
め
、
平
成
28
年
１
月
１
日
か
ら

９
月
30
日
ま
で
の
間
に
国
民
年
金
保

険
料
を
納
付
さ
れ
た
方
に
は
、
11
月
上

旬
に
日
本
年
金
機
構
か
ら
「
社
会
保
険

料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除
証
明
書
」

が
送
ら
れ
ま
す
の
で
、
申
告
書
の
提
出

の
際
に
は
必
ず
こ
の
証
明
書
ま
た
は
領

収
証
書
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。
（
平

成
28
年
10
月
１
日
か
ら
12
月
31
日
ま

で
の
間
に
、
今
年
初
め
て
国
民
年
金
保

険
料
を
納
め
ら
れ
た
方
へ
は
、
翌
年
の

２
月
上
旬
に
送
ら
れ
ま
す
。
） 

 

税
法
上
と
て
も
有
利
な
国
民
年
金
は
、

老
後
は
も
ち
ろ
ん
不
慮
の
事
故
な
ど
万

一
の
と
き
に
も
心
強
い
味
方
と
な
る
制

度
で
す
。
保
険
料
は
納
め
忘
れ
の
な
い

よ
う
キ
チ
ン
と
納
め
ま
し
ょ
う
。 

年
金
受
給
者
が
住
所
を
変
え
る
と
き 

年
金
を
受
け
て
い
る
方
が
、
引
っ
越

し
な
ど
で
住
所
を
変
更
す
る
と
き
は
、

「
年
金
受
給
権
者
住
所
変
更
届
」
の
届

出
が
必
要
で
す
。
届
書
は
、
年
金
事
務

所
ま
た
は
市
町
村
役
場
の
窓
口
に
備
え

付
け
て
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
日
本
年
金

機
構
の
Ｈ
Ｐ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で

き
ま
す
。 

日
本
年
金
機
構
か
ら
複
数
の
年
金
を

受
け
て
い
る
と
き
は
、
届
書
で
す
べ
て

の
年
金
の
住
所
が
変
更
さ
れ
ま
す
。 

日
本
年
金
機
構
に
住
民
票
コ
ー
ド
が

登
録
さ
れ
て
い
る
方
は
、
住
基
ネ
ッ
ト

の
異
動
情
報
の
活
用
に
よ
り
住
所
変
更

の
届
出
は
原
則
不
要
に
な
り
ま
す
。
た

だ
し
、
住
民
票
の
住
所
と
違
う
場
所
に

お
住
ま
い
の
方
や
、
成
年
後
見
を
受
け

て
い
る
方
な
ど
は
、
届
出
が
必
要
で
す
。 

 
 

 

 

■
提
出
に
つ
い
て
の
注
意
点 

住
所
変
更
の
届
出
の
際
は
、
年
金
番

号
の
わ
か
る
書
類
と
印
鑑
を
お
持
ち
く

だ
さ
い
。
住
所
を
変
更
し
て
か
ら
10
日

以
内
に
お
願
い
し
ま
す
。 

厚
生
年
金
保
険
の
加
入
者
は
、
別
途
、

会
社
か
ら
年
金
事
務
所
へ
「
被
保
険
者

住
所
変
更
届
」
の
提
出
が
必
要
で
す
。 

 
 

 

            

国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
の
住
所

変
更
手
続
き 

第
１
号
被
保
険
者
の
方
で
住
所
の
変

更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
役
場
窓
口
に
「
被

保
険
者
住
所
変
更
届
」
を
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。
届
書
は
窓
口
に
置
い
て
い
ま

す
の
で
、
年
金
番
号
の
わ
か
る
書
類
と

印
鑑
を
持
っ
て
お
越
し
く
だ
さ
い
。 

 

第
２
号
・
第
３
号
被
保
険
者
の
方
は

会
社
か
ら
年
金
事
務
所
へ
「
被
保
険
者

住
所
変
更
届
」
の
提
出
が
必
要
で
す
。 

  

◇
お
問
い
合
わ
せ
先 

住
民
課
戸
籍
年
金
医
療
グ
ル
ー
プ 

電
話
34
―
２
１
２
１
内
線
４
１
３ 

日
本
年
金
機
構 

旭
川
年
金
事
務
所 

電
話
０
１
６
６
―
72
―
５
０
０
２ 


